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取締役に対する株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の導入について 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役に対する報酬として株式報酬 

型ストックオプションの導入に関する議案を平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 

65 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせし 

ます。 

記 

 

１． 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を導入する理由 

 

当社取締役が株価の上昇によるメリット及び株価下落によるデメリットを

株主の皆様と共有することにより、中長期的な業績向上と企業価値向上への

貢献意欲や士気を一層高めることを目標に、当社の取締役に対し、株式報酬

型ストックオプション（新株予約権）を付与するものです。 

 

２． 株式報酬型ストックオプションを導入するために付議する議案の内容 

 

当社の取締役に対する報酬は、平成 18 年 6 月 29 日開催の第 57 回定時総会

において、退職慰労金制度を廃止し、月額 16 百万円以内とする旨ご承認いた

だき今日に至っております。 

その後の経済情勢の変化及び機動的な報酬政策の運用を可能とするため、報

酬の限度額の設定を月額から年額に改め、年額 1 億 5 千万円以内と改定すると

ともに、この報酬額とは別枠で、当社の社外取締役を除く取締役に対する報酬

として年額 1 億 5 千万円以内の範囲で、ストックオプションとして新株予約権

を付与することにつきご承認をお願いするものです。 

 



本件ストックオプションとして付与する新株予約権の内容は、次のとおりで

す。 

（１） 付与する新株予約権の総数 

取締役（社外取締役を除く）に対して付与する新株予約権の総数 350

個を、各事業年度に係る定時株主総会の日から 1 年以内の日に付与す

る新株予約権の上限とする。 

 

（２） 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権

1 個当たりの目的となる普通株式の数は、1,000 株とする。ただし、

（９）の調整に服する。 

 

 

（３） 新株予約権の払込金額 

新株予約権 1 個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際して 

ブラック・ショールズモデル等の公正な算定方式により算定された 

新株予約権の公正価格を基準として取締役会において定める額とす 

る。 

 なお、新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」とい

う）は、当該払込金額の払込に代えて、同額の当社に対する報酬債権

と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。 

 

（４） 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権の行使により交付を受けることができる株式 1 株当たり

の払込金額（以下「行使価額」という。）に当該新株予約権の目的で

ある株式の数を乗じた金額とする。行使価額は 1 円とする。 

 

（５） 新株予約権を行使することができる期間 

当社取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日から 10

年間とする。 

 

（６） 新株予約権の行使の条件 

① 次のいずれかに該当する事由が生じた場合、新株予約権者は、新株

予約権を行使できない。 

（イ） 新株予約権者が、在職中に禁固以上の刑に処せられた場合 

（ロ） 新株予約権者又はその法定相続人が、当社所定の書面により、新

株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合 



② 新株予約権の譲渡、質入れその他の担保設定は認めない。 

③ 新株予約権の相続人は、新株予約権者の死亡後 6 か月間に限り、当

該新株予約権を行使することができる。 

 

（７） 譲渡による新株予約権の取得制限 

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 

 

（８） 新株予約権の取得条項 

新株予約権者において上記（６）①のいずれかに該当する事由が生じ

た場合、その他理由のいかんを問わず権利を行使することができなく

なった場合、当該新株予約権について、当社は無償でこれを取得でき

る。 

 

（９）新株予約権の目的である株式の数及び行使価額の調整 

① 本議案の決議の日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、

次の算式により、上記（２）に定める新株予約権 1 個当たりの株式

の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株式予約権のうち、

当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数につ

いてのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、こ

れを切り捨てる。  

 また、当社普通株式の単元株式数を変更する場合には、当社は、 

上記（２）に定める新株予約権 1 個当たりの株式の数を合理的に調 

整することができる。 

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

② 当社が新株予約権発行後に時価を下回る価額で募集株式を発行する

場合又は株式分割若しくは株式併合を行う場合であっても、行使価

額の調整は行わない。 

 

（１０）その他新株予約権の内容 

上記（１）ないし（９）の細目及び新株予約権に関するその他の内

容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会におい

て定める。 

 

(ご参考)  

なお、当社は、株主総会終結の時以降、当社の執行役員に対しても、上記

ストックオプションと同内容の新株予約権を割り当てる予定であります。 

以 上        


